
令和３年度 

第９回 農業委員会総会議事録 

静岡市農業委員会 



第 ９ 回 総 会 議 事 録 

１ 開催日時 令和３年１２月１７日（金）午後２時００分から午後３時５０分 

２ 開催場所 静岡市役所本館４階 ４１会議室 

３ 出席委員（１９人） 

会長          １３番 西ヶ谷量太郎 

会長職務代理者（副会長）１２番 德田 雅亮 

委員   １番 伊藤 修司    ２番 遠藤 公夫    ３番 大石 雅章 

     ４番 大石 泰子    ５番 大塚 師輝    ６番 佐藤 直美 

     ７番 佐藤  操    ８番 白岩 正行    ９番 杉山 寿朗 

    １０番 鈴木 茂樹   １１番 鈴木 長一   １４番 西子 親慶 

    １５番 仁藤 雅巳   １６番 堀越 隆正   １８番 松永 一雄 

   １９番 望月 芳明   ２０番 山田 常己 

４ 欠席委員 １７番 牧野 正昭 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第５１号   土地区画整理事業における農地の取扱いについて 

議案第５２号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画の決定について 

議案第５３号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第５４号   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第５５号   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第５６号   非農地証明申請について 

議案第５７号   生産緑地に係る農業の主たる従事者の承認について 

議案第５８号   非農地の承認について 

報告第３５号   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３６号   農地法第４条第１項第８号及び同法第５条第１項第７号の規定 

         による届出について 

報告第３７号   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３８号   相続税納税猶予に関する適格者証明願いについて 

６ 農業委員会事務局職員 



事務局長 増田 雅之、参与兼次長 杉本 光利、次長補佐兼農政係長 水嶋 成彦、副主幹 鈴

木 康生、主査 田杉 真里、農地利用最適化推進係長 渡邉 貴行、主事 寺園 理帆、農地係

長 丸山 美咲、主査 松永 文雄、主任主事 奥山 雅吉、主任主事 石川 尚美 

７ 農地利用課職員 

  主査 福地 雅俊、主任主事 前島 絵美 

８ 新インターチェンジ周辺整備課職員 

  主査 田中 夏樹 

９ 会議の概要 

議  長    ただ今から令和３年度第９回静岡市農業委員会総会を開会いたします。本日は、

１７番 牧野 正昭委員から欠席の旨、通告がありましたので、ご報告いたします。

出席委員は定足数に達しておりますので、総会は成立しております。それでは、静

岡市農業委員会総会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議

長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

        １５番 仁藤 雅已委員、１６番 堀越 隆正委員にお願いいたします。次に委員の

皆様にお願いがあります。議案等の質疑の際、発言のある方は挙手をお願いします。

また、発言の際には議席番号と氏名を宣告の上、ご発言ください。それでは、最初

に議案第５１号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長  【議案第５１号朗読】

意見回答書（案）は２ページに記載のとおりでございます。内容につきましては、

担当の新インターチェンジ周辺整備課より説明いたします。 

担 当 課    本日の説明の主旨でありますが、土地区画整理事業の組合設立の手続きを進める

にあたり、今後土地区画整理法第１３６条に則り、農業委員会の意見聴取が認可権

者である市街地整備課からされる予定であります。今回、それに先立ち、組合設立

の技術的支援をしている新インターチェンジ周辺整備課から事前協議に関する説

明をさせていただきます。説明対象の場所でありますが、駿河区インター周辺にな

ります。当地区は、現在、市街化調整区域であり、周辺は市街化区域に囲まれてお

ります。経緯でありますが、平成１０年代からまちづくりの構想が持ち上がり、平

成２５年にまちづくりのグランドデザインが策定され、組合施行による土地区画整

理を行う方針となりました。令和２年７月に３００名をこえる地権者により準備組

合が設立現在、都市計画手続きと組合設立の準備を進めながら、令和４年４月に市



街化区域編入と土地区画整理組合の設立を目指しております。当地区の営農環境は、

田畑が約３３ｈａ、農業用水ポンプが８箇所、なお、まちづくり実施に伴い、撤去

５箇所、そのまま利用２箇所、移設を含め対応検討１箇所がございます。将来の土

地利用計画でありますが、土地利用計画図をご覧ください。点在している住宅を黄

色の居住エリアへ集約、ピンクの範囲を交流エリアと設定し、市内外の交流を促進

するエリアとして、企業誘致などにより賑わいを創出し、区画整理により整備され

る公園を交流エリアに配置をし、有効利用する予定です。今後も営農を希望される

方を緑の農業エリアへ集約し、農業エリアでは、道路側溝と農業用水路を兼用し、

営農環境を維持する予定です。 

議  長    ただいまの議案第５１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

３番    営農エリアについては、どのような課税の扱いになるのですか。 

担 当 課    市街化編入になることで、宅地並み課税となるため、生産緑地制度を活用して頂

きたい。 

  ３番    どのような農業計画を立てておりますか。 

担 当 課    現在の所有者の農地を集約し活用しやすくしていく予定です。 

 １２番    継続する農家と当面農家を続けるエリアは、分けるのですか。営農者の人数はど

のようになりますか。 

担 当 課    永続農業エリアには４名、１ｈａ弱、当面農業エリアには３１名、４ｈａ弱のエ

リアを設けます。 

議  長   発言もないようですので、議案第５１号について、原案のとおり承認してよいで

しょうか。

（異議なし） 

議  長    議案第５１号は、原案のとおり承認いたしました。            

次に、議案第５２号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５２号朗読】

計画は４ページから３４ページに記載のとおり２０１件でございます。内容につ

きましては、担当の農地利用課から説明いたします。 

農地利用課   それでは、本日、１２月の総会で決定を得たい議案の説明をさせていただきます。 

        令和３年１２月２４日に公告を予定している農地中間管理事業、及び利用権設定

促進事業については、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農業



委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならないとなっているた

め、農業委員会に審議をお願いするものです。今回の農用地利用集積計画（案）に

つきましては、４ページから３４ページにありますとおりで、貸借契約数としては

２０１件です。まずは農地中間管理事業です。今回の農地中間管理事業にかかる集

積計画（案）につきましては、４ページから３１ページにございますとおりで、貸

借契約数としては、１８４件２２１，６９６.７１㎡になります。集積計画書（案）

の表ですが、左側から、整理番号、公募地区名、貸し手の住所氏名、借り手の住所

氏名、その横に契約する土地の地番、現況地目、面積があり、利用権の種類、土地

利用の作目、契約年数、契約期間、賃借料が記載してあり、一番右の欄には、中間

管理での貸借が新規なのか更新なのかの記載となります。また、資料２に事業ごと

の面積の内訳表、総括表がありますので、そちらも併せてご覧ください。年数、作

物、貸借の種類別の面積を記載しています。各筆明細での総数１８４件に対して、

貸借年数区分の合計件数が１８５件であるのは、出し手１件で５年・１０年の契約

があり、それぞれ１件として計算しているためです。権利別内訳の合計件数が１８

６件であるのは、出し手２件で賃貸借と使用貸借の両方の契約があり、こちらもそ

れぞれ一件として計算しているためです。以上が農地中間管理事業にかかる説明と

なります。続いて利用権設定促進事業です。利用権設定促進事業は受け手と出し手

の申し出により利用権を設定するいわゆる個人対個人の農地の貸借契約です。今回

の利用権設定促進事業にかかる集積計画（案）につきましては、議案書３２ページ

から３４ページの１７件、１６，７８５㎡です。またこちらも、資料１の裏面に、

利用権設定の事業ごとの面積の内訳表、総括表がありますので、併せてご覧くださ

い。年数、作物、貸借の種類別の面積を記載しています。以上を、まとめますと、

農地中間管理事業１８４件２２１，６９６.７１㎡、利用権設定促進事業１７件、

１６，７８５㎡合計２０１件２３８，４８１.７１㎡です。簡単ではございますが、

以上を持ちまして農用地利用集積計画（案）の説明とさせていただきます。 

議  長    次にただいまの説明に関連し、事務局から補足説明をお願いします。 

事 務 局    ただいま説明のありました農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

議  長    これより、質疑に入ります。議案第５２号について、発言のある方は挙手をお願

いします。 

議  長   発言もないようですので、議案第５２号について、原案のとおり決定してよいで



しょうか。

（異議なし） 

議  長    議案第５２号は、原案のとおり決定いたしました。            

次に、議案第５３号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５３号朗読】

申請は３６ページから３８ページに記載のとおり１０件でございます。 

議  長    それでは、担当職員の内容説明と、班長の審査結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号７２番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現

況は普通畑で、贈与による所有権移転です。申請事由ですが、譲受人は経営規模を

拡大するため、譲渡人は、要望に応えるとのことです。整理番号７３番、清水区の

案件です。内容は、記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による所有権移転で

す。申請事由ですが、譲受人は経営規模を拡大するため、譲渡人は、要望に応える

とのことです。 

３番    以上、職員から説明がありました２件については、１班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号７４番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。現況

は普通畑で、贈与による所有権の移転です。申請事由ですが、贈与者は高齢となっ

たため、所有する農地の一部を、息子に贈与するものです。整理番号７５番、駿河

区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による所有権の移

転です。申請事由ですが、譲渡人は、当該農地を管理する破産管財人で、譲受人は、

お茶の栽培、製造を主な事業とする法人で、既に借地により、経営をしております

が、新たに柑橘栽培に進出したく農地を探していたところ、譲渡人との話がまとま

り、申請に及んだものです。なお、当該法人は、農地所有適格法の要件を具備して

いることを確認しております。整理番号７６番、駿河区の案件です。内容は記載の

とおりです。現況は普通畑で、売買による所有権の移転です。申請事由ですが、譲

渡人は、農業を廃止し、譲受人は経営規模を拡大したく、申請に及びました。なお、

譲受人は、今回の取得で隣接している所有農地との一体使用が可能となりました。

整理番号７７番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、

売買による所有権の移転です。申請事由ですが、譲渡人は、農業を廃止し、譲受人

は経営規模を拡大したく、申請に及びました。 



６番    以上、職員から説明ありました４件につきまして、２班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号７８番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事

由ですが、譲受人は規模を拡大したく、譲渡人は規模縮小するため、話がまとまり

申請に及んだものです。譲受人は農地所有適格法人であることを確認しています。

整理番号７９番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事由ですが、譲

受人は規模を拡大したく、譲渡人は農業廃止するということで、話がまとまり申請

に及んだものです。整理番号８０番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。

申請事由ですが、贈与による所有権の移転であり、申請に及んだものです。 

  １番    以上、職員から説明ありました３件につきまして、３班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ４班です。整理番号８１番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事

由ですが、申請地は譲受人の隣接農地で、申請地を含め一体的に耕作するため、売

買により所有権移転を行うものです。 

  ８番    以上、職員から説明がありました１件については、４班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の各班からの説明について、発言のある 

方は挙手をお願いします。 

議  長   発言もないようですので、議案第５３号について、原案のとおり決定してよいで

しょうか。

（異議なし） 

議  長    議案第５３号は、原案のとおり決定いたしました。            

次に、議案第５４号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５４号朗読】

申請は４０ページに記載のとおり４件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました１班から、担当職員の内容説明と、班長の審査

結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号８番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は、

普通畑です。申請事由ですが、土地改良区内で農業を営むにあたり農業用施設がな

いため建築したく申請に及びました。農地区分は、農用地区域内農地と判断されま



す。不許可の例外農業用施設用地に該当します。隣接農地の被害防除、排水等につ

いては特に問題ないと思われます。 

３番    以上、職員から説明がありました１件については、１班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号９番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事

由ですが、申請人は、育種事業を営む農地所有適格法人で、第８回総会において、

所有権移転の許可を受けた農地について、効率的な活用を図るため、畑地造成をし

ようとするもので、１０か月間の一時転用です。農地区分は、農用地です。現地は、

高低差約８ｍのほぼ長方形の一団の農地で、この農地をＬ型擁壁により、３面の平

坦な畑地にしようとするものです。土砂の搬入、搬出はなく、現地内での切り盛り

による造成となります。なお、本案件は、地区審査会で、現地調査及び現地での聞

き取り調査を行いましたので、後ほど班長から説明があります。 

６番     ただいま、職員から説明がありました整理番号９番、駿河区池田の案件につきま

しては、地区審査会で現地調査及び現地での聞き取り調査を行いましたので、報告

します。申請人は、明治時代から続く育種、採種農家で主にキャベツ等を扱ってい

ます。昭和４７年に法人化し、現在に至っています。１０年ほど前に当地区に農場

を移転し、農業用施設を含め、現在、３万ヘクタール余が集約されています。今回

の一時転用は、新たに取得した３，０００㎡余の農地をＬ型擁壁により３面の平坦

な農地に造成するもので、他からの土砂の搬入や搬出は無く、表土は一旦取り除い

て確保し、造成後に戻すことになります。雨水は集水桝から側溝に排出し、災害が

発生しないよう十分配慮する等、誓約書も提出されています。なお、造成後は、国

内外から訪れる年間約１００人のバイヤー等に対応するための展示圃場としての

使用を予定しているとのことです。以上のことから、２班として許可相当と判断し

ました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号１０番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事

由ですが、申請地に隣接する道路の幅員が狭いため、道路の拡張をしたく申請に及

んだものです。農地区分は第２種農地と判断されます。なお、転用後は静岡市に寄

付することとなっています。また、本案件は、生活道路の拡張の目的のほか、議案

第５５号 整理番号６６の住宅一棟の建築をするための要件である、建築基準法第

４３条、接道要件を満たす目的も兼ねています。 

１番    以上、職員から説明がありました１件については、３班としては許可相当と判断



しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ４班です。整理番号１１番、葵区の案件です。内容は記載とおりです。申請は平

成２７年３月に営農型太陽光発電設備の一時転用許可、続いて平成３０年３月に更

新の一時転用許可を受けました。今回の申請は、前回の転用期間が満了し、更新の

ため申請をするものです。前回許可の一時転用期間は令和３年３月１５日までとな

っており、今回の申請は前回許可に引き続いて期間が途切れないよう申請される予

定でした。申請は、親が土地所有者、その子が土地を借り、太陽光発電設備を設置

する、農地法第５条による使用貸借による権利の設定の許可を受けていました。し

かし、令和３年１月１２日に土地所有者、使用貸人であった親が死亡したため、土

地の相続手続きが発生しました。この土地の相続手続きに時間を要し、９ヵ月申請

が遅れ、今月申請となりました。申請地は使用借人であった子が相続したため、今

回申請は４条申請です。なお通常の手続きを経た場合の許可期間は、令和３年３月

１６日から令和６年３月１５日の３年間でした。しかし今回は９カ月の遅れが生じ

ているため、許可期間は２年３カ月とします。太陽光パネルの設置枚数は１２６枚、

発電出力は３２．１３キロワットです。前回申請時と、太陽光パネルの設置枚数、

配置に変更はありません。パネルの下部における作付作物は水稲です。収量は地域

の平均単収並みとなっております。知見を有する者からの意見書も添付されていま

す。 

８番    以上、職員から説明がありました１件については、４班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の各班からの説明について、発言のある 

方は挙手をお願いします。 

３番    整理番号１１番について、水稲の収穫状況を教えてください。 

事 務 局    平均数量の１０アール当たり４７８キログラムの８割、３８２キログラムの収穫

は出来ています。 

３番    判断基準を、どのように考えていますか。 

事 務 局    営農型太陽光の場合、平均単収が２割以上減収しない事が判断基準で考えていま

す。 

議  長   発言もないようですので、議案第５４号について、原案のとおり決定してよいで

しょうか。

（異議なし） 



議  長    議案第５４号は、原案のとおり決定いたしました。            

次に、議案第５５号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５５号朗読】 

申請は４２ページに記載のとおり６件となります。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審査

結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号６１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況

は普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、申請者は清水区で制御

装置製造業を営んでいる法人でありますが、現在の施設老朽化なり手狭になったた

め本社と工場を集約したく、用地を探していたところ、所有者と話がまとまり、申

請に及んだものです。農地区分は第２種農地と判断されます。隣接農地への被害防

除、排水等については、特に問題ないと思われます。代替性についても検討され、

転用面積も適当と思われます。整理番号６２番、清水区の案件です。内容は記載の

とおりです。現況は普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、現在、

借家住まいをしておりますが、子供の成長とともに手狭になったため両親に相談し

たところ、父親所有の土地を買い住宅を建築することで話しがまとまり申請に及び

ました。農地区分は、第２種農地と判断されます。隣接農地の被害防除、排水等に

ついては特に問題ないと思われます。代替性についても検討され、転用面積も適当

と思われます。整理番号６３番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現

況は普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、現在、申請地に隣接

する住宅を所有しておりますが、住宅進入する道幅が狭く駐車場が確保できないた

め所有者に相談したところ、話しがまとまり申請に及びました。農地区分は、第２

種農地と判断されます。隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ないと思

われます。代替性についても検討され、転用面積も適当と思われます。整理番号６

４番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による

所有権移転です。申請事由ですが、申請者は申請地の隣接で工作機械製造販売業を

営んでいる法人でありますが、現在使用している駐車場が手狭になり従業員も増員

するため、所有者に相談したところ話しがまとまり、申請に及んだものです。農地

区分は第３種農地と判断されます。隣接農地への被害防除、排水等については、特

に問題ないと思われます。整理番号６５番、清水区の案件です。内容は記載のとお



りです。現況は普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、現在、県

外で借家住まいをしておりますが、子供の成長とともに自然豊かな場所で、子育て

したく所有者に相談したところ話しがまとまり申請に及びました。農地区分は、第

２種農地と判断されます。隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ないと

思われます。代替性についても検討され、転用面積も適当と思われます。 

３番    以上、整理番号６２番から６５番につきましては、特に問題がないと思われます

ので許可相当と判断しました。整理番号６１番につきましては、地区審査会で現地

及び聞取り調査を報告いたします。はじめに、会社の事業内容について確認しまし

た。現在、電子・電気自動制御盤並びに装置の設計・製作・加工・修理及び技術指

導を手掛けており、設計から部品加工・組立・施工納品まで自社で一括管理し、制

御装置製造業として操業しているとのことです。施設としては、清水区に本社事務

所と工場で行っており、従業員数は、５０名ほどです。申請の経緯ですが、現在、

施設の老朽化と手狭なった自社の拡張もしたく、本社事務所と工場の集約をしたい

ため申請に至ったそうです。周囲の所有者、地元部農会、町内会等への事前説明会

を令和３年１０月１日に行い、了承を得ているとのことです。申請地北側にビニー

ルハウスがありますが、トマトの栽培をしており、工場の日かげにはならず、夜間

駐車場の照明が当たりにくい設計になっております。被害防除の点については、フ

ェンス設置をするとのことです。以上のことから、整理番号６１番については、１

班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号６６番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事

由ですが、使用借人は現在清水区の借家で、家族２人で居住しているが、住居を建

築したく、土地所有者の実父と話がまとまり、申請に及びました。農地区分は第２

種農地と判断されます。隣接農地への被害防除、排水等については特に問題なく、

代替性も検討され、転用面積も適当と思われます。なお、本案件は議案第５４号の

道路の拡張との関連案件になります。 

１番    ただ今、事務局から説明のありました１件について、３班としては許可相当と判

断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の各班からの説明について、発言のある

方は挙手をお願いします。 

１６番    ６１番について、操業時間は確認していますか。 

事 務 局    基本的には、午前８時から午後５時で、残業があるときでも２時間程度だそうで



す。 

１６番    駐車場の夜間の照明について、影響はありませんか。 

事 務 局    その日の営業が終われば、消灯するとのことです。２４時間営業ではありません。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第５５号について、原案のとおり決定してよ

いでしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第５５号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第５６号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５６号朗読】

申請は４４ページから４５ページに記載のとおり５件となります。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審査

結果の説明をお願いします。 

事 務 局    整理番号１５番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況は、宅地

です。こちらの案件ですが、昭和５７年頃より、自宅進入路として使用し、現在に

至り、証明基準３の道路敷として利用されている土地に該当します。令和３年１１

月３０日に、農業委員の立会いのもと現地等を、確認をしていただきました。整理

番号１６番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況は、宅地です。

こちらの案件ですが、昭和２８年、亡祖父が１１００番１に居宅を建築し、１１０

２番１、１１０３番２を進入路と使用し現在に至り、１１００番１については、証

明基準２の建築物等が設置されている土地に該当します。１１０２番１、１１０３

番２については、証明基準３の道路敷としている土地に該当します。令和３年１１

月３０日に、地区担当農業委員の立会いのもと現地等を、確認をしていただきまし

た。 

３番    以上、職員から説明がありました２件につきましては、１班としては承認するこ

とが適当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    整理番号１７番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は宅地です。

こちらの案件ですが、亡義父が住宅を建築した後昭和３４年に移築し現在に至りま

す。証明基準２建築物が設置されている土地に該当します。令和３年１１月２６日

に、地区担当委員の立ち会いのもと現地調査を行い、確認をしていただきました。 

５番    以上、職員から説明がありました１件につきましては、３班としては承認するこ



とが適当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    整理番号１８番及び１９番は、同一案件のため併せて説明をさせていただきます。

葵区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は山林です。こちらの案件ですが、

昭和４５年頃より、耕作されない状態が続き、現在に至り、証明基準５の耕作され

ない状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不可能な土地に該当

します。令和３年１１月１９日に、地区担当農業委員の立会いのもと現地写真及び

航空写真を確認していただきました。 

８番    以上、職員から説明がありました２件につきましては、４班としては承認するこ

とが適当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの議案第５６号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    発言もないようですので、議案第３３号について、原案のとおり承認してよいで

しょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第５６号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、議案第５７号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５７号朗読】

申出は４７ページに記載のとおり４件であります。内容につきましては、担当職

員から説明いたします。 

事 務 局    こちらの証明は、生産緑地法第１０条の規定による生産緑地の買取り申し出事

由が生じた従事者について証明を行うものです。整理番号３７です。こちらの生

産緑地は平成１８年に指定され、故障前、主たる従事者は年間約１００日農作業

に従事していました。１１月１９日に現地調査を実施し、申出者へ聞き取りを行

いました。整理番号３８です。こちらの生産緑地は平成２７年に指定され、故障

前、主たる従事者は年間約１００日農作業に従事していました。１１月１９日に

現地調査を実施し、申出者へ聞き取りを行いました。整理番号３９です。こちら

の生産緑地は、平成２４年に指定され、死亡前、主たる従事者は年間約９０日農

作業に従事していました。１１月２４日に現地調査を実施し、申出者へ聞き取り

を行いました。整理番号４０です。こちらの生産緑地は平成１７年に指定され、

故障前、主たる従事者は年間約６０日農作業に従事していました。１１月２４日

に現地調査を実施し、申出者へ聞き取りを行いました。 



議  長    ただいまの議案第５７号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第５７号について、原案のとおり承認よいで

しょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第５７号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、議案第５８号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第５８号朗読】

該当者は４９ページから５５ページに記載のとおり１０５名の案件であります。

内容につきましては、担当職員から説明いたします。 

事 務 局    提案理由は、農地法第３０条の規定による、利用状況調査の結果、森林の様相

を呈し、再生利用が困難な農地で、かつ、意向調査において、今後も農地として

利用意向がないと確認した遊休農地を、非農地とすることについて、本会の承認

を求めるものです。今回、これに該当する農地所有者は１０５名、内訳は３８４

筆２０９，６１５.２２㎡です。次のページ、４９ページから５５ページまでが対

象となる筆の一覧となっております。それでは、この調査概要について、資料を

使用して、説明させていただきます。資料の束にあります、右上、資料２Ｂ分類

農地の非農地化についてをご覧下さい。１非農地化への取り組みということで、

平成２６年度より、利用状況調査の結果、再生利用が困難な農地、いわゆるＢ分

類と判定された農地について、非農地化を実施しております。そして、静岡市で

は、県から青地編入を求められている実情を踏まえ、山林原野化が進行した１０

ｈａ以上の白地農地がある市内１１地区を重点地区として非農地化を実施してお

り、令和２年度までに８地区において非農地化を実施してきました。令和３年度

は、第１回農地最適化委員会で承認された清水区について、非農地化を実施する

こととしました。今年度の事務の流れですが、その下、２非農地化の流れをご覧

ください。上から、対象地の選定、農地所有者の確認等の事前調査ののち、第１

回農地最適化委員会で地区の決定を行います。８月に農業委員、推進委員、補助

員、中部農林事務所、事務局の計９人で現地確認を行い、現地は山林・原野化が

進行しており、対象農地に入っていくことも困難である状況を確認いたしました。

また、目視できない部分について、中山間地振興課に協力依頼をしまして、ドロ

ーンによる空撮を行い、映像により状況を確認いたしました。そして、それらの



対象農地に対して、意向調査を行いました。そのまま、資料の５ページをご覧く

ださい。今回の結果を表にしたものになりますが、この表にあります、合計部分

の、調査対象農地２２８，２８４.２２平方メートル、４１２筆のうち、２０９，

６１５.２２平方メートル、３８４筆を、非農地判断するものとなります。また、

参考ですが、次のページは、９月にドローンでの現地調査の撮影位置及び画像と

なっております。山林・原野化が進行していることが確認できるかと思います。

これら内容について、１１月１７日、第２回農地最適化委員会で審議・承認され

ましたので、非農地承認議決をお願いするものであります。なお、本会の審議の

結果、非農地に該当すると承認された場合には、農地所有者には、資料７ページ

にある非農地通知書を送付するとともに、地目変更登記を依頼します。また、同

時に、市固定資産税課、県、法務局等の関係機関に対し、今回の非農地リストを

送付し、情報提供を行います。 

議  長    ただいまの議案第５８号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

５番    すべての筆が、相続されていることでよろしいでしょうか。 

事 務 局    一部相続していない筆もあり、地目変更と同時に相続をするとのことです。 

       地目変更については、相続していなくても可能であります。 

８番    非農地通知書について、内容を教えてください。 

事 務 局    法務局での手続きの内容を送付します。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第５８号について、原案のとおり承認してよ

いでしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第５８号は、原案のとおり承認いたしました。次に、報告事項に入ります。 

報告第３５号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第３５号朗読】 

通知は５７ページから５９ページの１０件がございました。内容については記載

のとおりでございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理いた

しました。詳細につきましては、担当職員より説明いたします。 

事 務 局   整理番号５４番については、耕作者の経営承継に係る再配分のため、合意解約し

ました。整理番号５５番と５６番は、同一の案件です。耕作者が、やや傾斜地であ

るため作業効率が悪く返還したいとのことで、合意解約しました。整理番号５７番

から５９番の３件については、耕作者が代わるため、合意解約しました。１２月公



告で中間管理事業へ切り替えるとのことです。整理番号６０番についても、耕作者

が代わるため、合意解約しました。来年６月公告で中間管理事業へ切り替えるとの

ことです。整理番号６１番についても、耕作者が代わるため、合意解約しました。

整理番号６２番と６３番は、同一の案件です。貸借期間を変更するため、合意解約

しました。 

議  長    ただいまの報告第３５号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第３５号を終わります。

次に、報告第３６号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第３６号朗読】

届出は６１ページから６７ページの５６件がございました。その内訳は、４条の

転用が２０件、５条の転用が３６件で、内訳としましては、所有権移転が２８件、

賃借権設定が４件、使用貸借による権利の設定が４件でございます。添付書類も含

め書類は完備しておりましたので、受理いたしました。 

議  長    ただいまの報告第３６号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第３６号を終わります。 

次に、報告第３７号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第３７号朗読】

届出は６９ページから７０ページの２２件がございました。いずれも内容につい

ては記載のとおりでございます。書類は完備しておりましたので、受理いたしまし

た。 

議  長    ただいまの報告第３７号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第３７号を終わります。 

次に、報告第３８号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第３８号朗読】

申出は７２ページ４件がございました。いずれも内容については記載のとおりで

ございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、交付いたしました。 

なお、詳細につきましては、担当職員から説明いたします。 

事 務 局   こちらは、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定に基づく、納税の猶予を受

けるために、相続人が引き続き農業経営を行う者であることを、証明するものです。

整理番号１１と１２は、１０月２８日、最適化推進委員と整理番号１３と１４は、

１１月１１日、最適化推進委員と現地確認を行いました。以上４件、当該農地はす



べて耕作がされており、相続人は今後も引き続き農業経営を行うと認められる者で

あったため、整理番号１１と１２は、１１月４日、整理番号１３と１４は、１１月

１８日に適格者証明を交付しました。 

議  長    ただいまの報告第３８号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第３８号を終わります。 

以上をもちまして、静岡市農業委員会第９回総会を閉会いたします。 


